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経
営
発
達
支
援
計
画
と
は
、昨
年

６
月
に
成
立
し
た
改
正
小
規
模
支
援

法
に
基
づ
き
、商
工
会
が
経
営
改
善

普
及
事
業
の一
環
と
し
て
、重
点
的
に

地
域
の
小
規
模
事
業
者
を
支
援
す
る

計
画
を
策
定
し
、経
済
産
業
大
臣
の

認
定
を
受
け
て
事
業
を
実
施
す
る
も

の
で
す
。

認
定
を
受
け
た
商
工
会
向
け
の
補

助
金
制
度
や
融
資
制
度
等
が
、平
成

27
年
度
の
概
算
要
求
に
盛
り
込
ま
れ

て
お
り
ま
す
。

ま
た
、経
営
発
達
支
援
事
業
は
、主

に
次
に
掲
げ
る
４
項
目
で
、小
規
模

事
業
者
の
技
術
の
向
上
、新
た
な
事

業
の
分
野
の
開
拓
そ
の
他
の
小
規
模

事
業
者
の
経
営
の
発
達
に
特
に
役
立

つ
も
の
と
な
って
い
ま
す
。

平
成
27
年
1
月
26
日
、秋
田
ビュー

ホ
テ
ル
に
お
い
て
、全
県
の
商
工
会
長

等
が
集
ま
り
、「
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
パソ
コ

ン
授
与
式
」が
行
わ
れ
ま
し
た
。

法
律
や
条
例
が
整
備
さ
れ
る
中
、

商
工
会
に
は
地
域
事
業
者
の
持
続
的

発
展
に
貢
献
す
る
た
め
に
、事
業
者

に
寄
り
添
っ
た「
伴
走
型
支
援
」の
強

化
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
か
ら
、県
内
21
商
工
会
の

経
営
指
導
員
及
び
事
務
局
長
に
タ
ブ

レ
ッ
ト
型
パソ
コ
ン
を
配
備
し
、Ｉ
Ｔ
が

苦
手
な
小
規
模
事
業
者
の
情
報
化

促
進
や
、よ
り
経
営
戦
略
に
踏
み
込

ん
だ
管
理
会
計
の
推
進
を
行
い
、商

工
会
に
お
け
る
き
め
細
か
い
支
援
体

制
の
充

実
を
図

る
こ
と

を
目
的

と
し
て
い

ま
す
。

授
与

式
で
は
、

全
県
の

経
営
指

導
員
を

代
表
し

て
津
谷
康
介
経
営
指
導
員（
北
秋
田

市
商
工
会
）か
ら
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
パソ
コ

ン
の
活
用
例
に
つ
い
て
紹
介
が
あ
り
、

最
後
に「
タ
ブ
レ
ッ
ト
型
パソ
コ
ン
の
多

機
能
性
・
携
帯
性
を
十
分
に
活
用

し
、地
域
事
業
者
の
持
続
的
発
展
に

貢
献
で
き
る
よ
う
、組
織
を
挙
げ
て

取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。」
と
い
う

決
意
表
明
が
あ
り
ま
し
た
。

今
後
、全
県
の
経
営
指
導
員
及
び

事
務
局
長
は
、タ
ブ
レ
ッ
ト
型
パソ
コ
ン

を
活
用
し
、巡
回
訪
問
先
で
の
経
営

支
援
業
務
の
強
化
を
図
っ
て
ま
い
り

ま
す
。

平
成
27
年
度
に
向
け
て

経
営
発
達
支
援
計
画
を
作
成
中

タ
ブ
レッ
ト
型
パソ
コ
ン
で

　
　
　
　

経
営
支
援
を
強
化

 【実 施 項 目】
①経営状況の分析
　（強み・弱みを知る）
②市場調査支援
　（潜在的顧客を探す）
③計画策定・実施支援
　（戦略を作り、実施する）
④展示会等の開催
　（新たな販路を見つける）

【訂正とお詫び】
第502号の４ページに掲載いたしました秋の
褒章受章者のお名前に誤りがありました。
ここに、お詫び申し上げ、訂正させていただき
ます。

【誤】本間　論　⇒　【正】本間　諭

小
規
模
基
本
法
で
は
、基
本
理
念
に

「
事
業
の
持
続
的
発
展
」
が
明
記
さ

れ
、改
正
小
規
模
支
援
法
に
は「
経
営

の
発
達
支
援
」が
盛
り
込
ま
れ
る
な

ど
、商
工
会
に
期
待
さ
れ
る
役
割
が

益
々
大
き
く
な
って
い
ま
す
。

こ
れ
ら
を
受
け
、県
内
の
各
商
工
会

で
は
平
成
27
年
度
中
の
経
営
発
達
支

援
計
画
の
認
定
を
目
指
し
て
お
り
、

地
域
の
小
規
模
事
業
者
が
事
業
の
継

続
・
成
長
・
発
展
を
図
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
支
援
体
制
を
強
化
し
、今

後
も
地
域
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
し

て
ま
い
り
ま
す
。

さ
ら
に
、認
定
を
受
け
た
商
工
会

は
、市
町
村
や
地
域
の
金
融
機
関
、公

的
機
関
等
と
連
携
し
、地
域
の
小
規

模
事
業
者
を
支
援
し
ま
す
。
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